
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１８０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年８月２３日 １２時３０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市菊間港北方沖 

 菊間港防波堤灯台から真方位３５４°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０２.９′ 東経１３２°５０.２′） 

事故等調査の経過  平成２５年１０月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 第二十一浪速
な に わ

丸、１,３３２トン 

１３７１０３、浪速タンカー株式会社、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構 

Ｂ 油送船 松柏
しょうはく

丸、１３６トン 

   １４１４３４、麗澤海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部ハンドレールに曲損 

Ｂ 右舷船首防舷材に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、菊間港北方沖で船首を北方に

向けて錨泊中、給油のために待機していたところ、平成２５年８月２

３日１２時３０分ごろＡ船の左舷中央部とＢ船の右舷船首部とが衝突

した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、菊間港北方沖でＡ船に給油す

るために接舷作業中、船長Ｂが、波により、Ｂ船の船首部がＡ船のブ

ルワーク辺りまで持ち上がる状況であったものの、船首部に防舷材を

取り付けているので、損傷が生じることはないものと思い、Ａ船に接

舷したところ、持ち上げられた船首部が波の降下と共に下がり、Ｂ船

とＡ船とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 西流約０.５ノット 

 その他の事項 

 

 Ａ船の喫水は、船首約２.５ｍ、船尾約３.０ｍであった。 

 Ｂ船の喫水は、船首約１.５ｍ、船尾約２.５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 



 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、菊間港北方沖で給油の目的で錨泊中、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、Ａ船に接舷作業中、船長Ｂが、波により、Ｂ船の船首部が

Ａ船のブルワーク付近まで持ち上がる状況であったものの、船首部に

防舷材を取り付けているので、損傷が生じることはないものと思い、

接舷作業を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、菊間港北方沖において、錨泊中のＡ船に接舷作

業中、船長Ｂが、波により、Ｂ船の船首部がＡ船のブルワーク付近ま

で持ち上がる状況であったものの、接舷作業を続けたため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 船長Ｂは、本事故後、持ち運び式の防舷材を用意した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船に接舷する場合、波の影響及び乾舷の変化を考慮し、防舷材

の設置場所を変更すること。 

 


